
日本大学図書館法学部分館食堂運営業者募集要項 

 

１ 業務名 

  日本大学図書館法学部分館食堂運営業務 

 

２ 目的 

本学部は，学生の健康的な食生活を支援し，快適な学習環境を提供するため， 

学生のニーズに応え，安心・安全でバランスの取れた食事を適正な価格で提供

できる業者に委託することにより，学生の福利厚生を充実させることを目的と

する。 

 

３ 運営場所等 

  ① 東京都千代田区西神田２丁目６番１６号 

日本大学図書館法学部分館１階 

② 利用対象者 学 生：7,504 人（令和７年５月１日現在） 

         教職員： 250 人（令和７年４月１日現在） 

         日本大学学生及び大学関係者以外も利用可とする。 

 

４ 食堂運営業務の概要 

  ① 業務内容 

(1) 原則，大学開校日及び夏期・春期の長期休暇期間（短縮営業）に食 

事を提供する。 

     ※ 大学開校日は通常営業とし，夏期及び春期の長期休暇期間は，時 

間を短縮し営業する。大学開校日は，別添の学事日程表を参照。た 

だし，大学の行事等により大学開校日における休業あるいは大学開 

校日以外の営業をお願いする場合がある。なお，営業時間外及び休 

業時は，喫食エリアを大学が自由に利用することを可とする。 

(2) 利用者からの要望等に対して誠意をもって対応すること。 

  ② 衛生管理・廃棄物処理 

(1)  食品衛生法に基づく営業許可の申請，その他法令が定める官公署へ 

  の申請・届け出等については，全て受託者の責任と負担において行うこ 

と。 

   （2） 食材の在庫管理・調理加工・製品保管に至るまで徹底した安全衛生 

管理を行うこと。 

   （3） 日常の清掃を徹底し，衛生管理と感染予防に十分注意を払うこと。 

    (4) 食品衛生上の問題等が発生した場合は，直ちに所管の保健所等に報 

     告のうえ，全て受託者の責任と負担において対処すること。 

    (5) 有害物質の放出を抑制または廃止し，特に食物残渣の削減に努める 

     こと。 

図書館棟



    ③ 厨房設備の使用・管理 

(1) 食堂責任者は厨房内設備の機器異常検知と予防保全に努めること。 

   （2） 食堂業務に関わる施設，厨房設備機器の不具合等については，大学 

担当者と連携し，修理の実施に向けて協力すること。 

 

５ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日（最大３年間）とする。 

  ただし，業務実績が良好で，利用者から好評を得られている場合，契約を２ 

 回まで更新することができる。 

 

６ 参加資格 

  事業者は，契約期間において確実に事業を遂行する能力を有し，かつ次に掲 

げる資格要件をすべて満たすものとする。 

① 食堂等の飲食店運営実績を有すること。 

② 食品衛生法その他関係法令を遵守できる体制が整っていること。 

③ 本学の教育・研究環境を理解し，学生支援の趣旨に賛同できること。 

④ 破産，民事再生，会社更生，特別清算等の手続申立を受けていないこと。 

又は，自らこれらを申し立てていないこと。 

⑤ 法人税，法人事業税，消費税又は地方消費税等の滞納をしている者ではな 

いこと。 

⑥ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）でないこと。 

  暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若し 

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を役員に含ま 

ないこと。 

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する風 

  俗営業，接待飲食業等，性風俗関連特殊営業及びこれらに類する業を営む者 

ではないこと。 

⑧ 営業に関し，法律上必要とされる資格・免許を有する者を従事させること 

  ができること。 

⑨ 食中毒等事故の場合，事業者の責任において即刻対応ができ，かつ相応の 

補償ができること。 

 

７ 運営条件 

 ① 営業場所を考慮し，小スペースでの営業が可能であること。 

 ② 図書館棟での営業となるため，においの発生しない食事を提供し，火器や 

油を使用せず，大掛かりな厨房施設が不要であること。 

 ③ お昼の混雑する時間帯以外は，日本大学関係者以外も利用可とする。 

   



④ 営業時間：（通常）平日  ９：３０～１８：３０ 

           土曜  ９：３０～１５：００ 

           日曜・祝日は休業。ただし祝日の授業実施日は営業。 

       （短縮）平日 １０：００～１６：００ 

           土日・祝日は休業。 

⑤ 価格帯：日本大学関係者（学生及び教職員）には特別割引等の対応を希望 

する。 

 ⑥ キャッシュレス決済に対応すること。（〇〇ペイ、ICカード等） 

 ⑦ 衛生・安全管理：法令に基づいた衛生管理を徹底すること。 

 ⑧ 環境配慮：食品ロス削減への積極的な取り組みを行うこと。 

 

８ 応募手続 

 ① 質問票の提出 

 (1) 質問受付期間：令和７年１１月  ８日（土）～１１月１２日（水） 

 (2) 質問回答日 ：令和７年１１月１４日（金） 

 ※ 質問については，曖昧な表現は避け，質問票に入力の上，受付期間内に 

質問票をメール添付にて提出してください。 

 

【質問票提出先】 

 日本大学法学部 学生課 宛 

 E-mail: gakusei.law@nihon-u.ac.jp 

 

② 業者選定に関する応募書類の提出 

  提出書類 

(1) 参加表明書の提出 

  ・参加表明書（様式１） 

      ・事業経歴，定款又は会社概要・沿革，財務状況等がわかる資料 

     

提出期限 令和７年１１月２０日（木）１６時厳守 

   提出方法 メール添付にて提出 

提 出 先 gakusei.law@nihon-u.ac.jp 

 

   （2) 提案書の提出  

・提案書 

（メニュー，価格，運営体制，営業補償料等が必要な場合は補償金額の 

提示及び根拠資料） 

・これまでの運営実績がわかる資料（施設名・期間・内容等） 

     ・食品衛生管理責任者等の資格証明書の写し 

   ・安全・衛生管理におけるマニュアル，従業員の衛生教育等がわかる資料 

mailto:gakusei.law@nihon-u.ac.jp
mailto:gakusei.law@nihon-u.ac.jp


   

   提出期限 令和７年１２月１８日（木）１６時まで 

提出方法 郵送または持参（メールでの提出は不可） 

 提 出 先  日本大学法学部 学生課  

       〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町２丁目３番１号 

       TEL：03-5275-8505 

 

９ 選考方法 

 ① 審査 

   審査委員会は，提出された応募書類一式に基づき審査を行う。 

審査は，「②評価方法（1）審査基準」の項目を総合的に判断し，最も優れた 

提案を選定する。 

 ② 評価方法 

  (1) 審査基準 

    １ 運営実績，安全・衛生管理，危機管理体制 

２ 営業補償料等の有無 

     （必要とする場合，どの程度必要とするのか。） 

３ コンセプト・独自提案 

（イベントメニュー・キャンペーンの実施，アンケートの実施等） 

４ 運営体制 

（営業時間，学部内行事への柔軟な対応，懇親会等イベントへの対応） 

５ 提供メニュー 

（内容，価格，健康面への配慮〔カロリー等の栄養成分表示〕） 

    (2) 評価方法 

     提案書の結果を総合的に判断し，審査基準に基づいて，審査員がそれ 

ぞれ評点を決定する。 

    (3) 候補者の選定方法 

     審査基準による評点合計により順位付けし，最も高いものを候補者と 

して選定する。 

  (4) 失格事項 

     次のいずれかに該当した場合は失格とする。 

    ・提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。 

    ・評価の公平性に影響を与える行為があった場合。 

    ・その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合。 

 

10 運営開始予定日 

令和８年４月１日（水） 

 

 



11 契約 

 ① 交渉権者の決定 

   最も優れた提案を行った者を優先交渉権者として選定する。また，次点交 

渉権者もあわせて選定する。 

 結果については，令和８年２月中旬に全ての提案者に対して通知する。 

なお，審査経過に関する質問は一切受け付けない。 

② 契約の締結 

   候補者と詳細を詰めた後，契約を締結する。 

 

12 その他 

① 経費負担については，別紙「費用負担区分表」を参照。 

② 提案書の作成・提出における一切の経費は提案者の負担とする。また， 

 提出書類は返却しない。 

③ 提案に関する提出書類の変更，差替え及び再提出は認めない。 

 

13 問い合わせ先 

本募集に関して不明な点がある場合は、下記問合せ先までご連絡ください 

 

【問い合わせ先】 

日本大学法学部 学生課  

TEL：03-5275-8505 

E-mail：gakusei.law@nihon-u.ac.jp 

受付時間：平日 9:00～17:00（土日祝日を除く） 

 

 以  上  
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令和７年２月１３日現在

月 ＼ 曜 日 月 火 水 木 金 土    学 事 ／ 行 事 予 定    
 1日～4日 開講式・新入生ガイダンス

 2日～5日 学生定期健康診断

 7日～22日 履修登録期間（前学期及び通年開講科目）

 8日 日本大学入学式／ 9日 前学期授業開始

23日～26日 履修登録調整期間

29日 昭和の日（授業実施日）

30日～ 5月 2日 臨時休校

 3日 憲法記念日

 4日 みどりの日／ 5日 こどもの日

 6日 振替休日（授業実施日）

12日～13日 履修登録中止期間（前学期及び通年開講科目）

1日 日本大学ワールド・カフェ（1年次生のみ）

7日 日本大学ワールド・カフェ（補講日）

21日 海の日（授業実施日）

29日～30日 補講日／31日～ 8月 2日 前学期末試験期間

 4日 前学期末試験予備日／ 5日 夏季休業開始

 7日 成績発表（最終学年のみ）

 8日～26日 前学期末再評価期間（最終学年のみ）

11日 山の日

28日～29日 追試験

 2日 成績発表（最終学年を除く）

11日～23日 履修登録期間（後学期開講科目）

12日 夏季休業終了／13日 後学期授業開始

15日 敬老の日（授業実施日）

23日 秋分の日（授業実施日）

24日～27日 履修登録調整期間（後学期開講科目）

30日 9月卒業・修了学位記授与式

27 28 29 30

    授業実施日    補講期間 　  試験期間　○祝日等
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令和７(2025)年度 日本大学法学部 前学期 学事日程表
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令和７年２月１３日現在

月 ＼ 曜 日 月 火 水 木 金 土    学 事 ／ 行 事 予 定    
 4日 日本大学創立記念日(休校）

 6日～ 7日 履修登録中止期間（後学期開講科目）

13日 スポーツの日（授業実施日）

 2日～5日 学部祭期間（準備，片付け含む）（休講）

 3日 文化の日

20日 ゼミナール入室試験（休講）

23日 勤労感謝の日／24日 振替休日（授業実施日）

26日 冬季休業開始

 1日 元日

12日 成人の日／13日 冬季休業終了／14日 授業開始

21日～22日 補講日／23日～27日 後学期末試験期間（24日を除く）

28日 後学期末試験予備日

 3日 成績発表（最終学年のみ）

 5日～21日 学期末再評価期間（最終学年のみ）

11日 建国記念の日

20日～21日 追試験

23日 天皇誕生日

26日 成績発表（最終学年を除く）

20日 春分の日

25日 日本大学卒業式・学位記伝達／院：修了式・学位記伝達式
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令和７(2025)年度 日本大学法学部 後学期 学事日程表
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第８条 経費負担区分表 
 

項   目 日本大学法学部 運営業者 

食堂設計・工事及び改修 ○  

食堂設備・厨房機器設備の修繕・補充 ○  

食堂設備・厨房機器設備の修理・保守 ○  

食 器 代  ○ 

調 理 備 品 代  ○ 

水 光 熱 費 ○  

特別清掃・害虫駆除 ○  

通信機器及び通信費  ○ 

人 件 費  ○ 

食 材 費  ○ 

販 売 促 進 費  ○ 

店 

舗 

費 

販 

売 

費 

保 険 料（賠償責任保険）  ○ 

残 菜 回 収 費  ○ 

食 堂 消 耗 品（ラップ，洗剤

等） 
 ○ 

制 服 購 入 代  ○ 

クリーニング代  ○ 

固 定 資 産 税※ ○  

そ の 他 管 理 費 ○  

※ 都から賦課された場合（公共の用に供する資産とみなされればこの限りではない） 
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